
平成 15年 11月 28日

各 位

株式会社 埼玉りそな銀行

「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」の進捗状況（平成 15年４月～９月）について

　りそなグループの埼玉りそな銀行（社長　利根　忠博）は、平成 15年 8月に策定した「リレーシ

ョンシップバンキングの機能強化計画」の進捗状況(平成 15 年 4 月～9 月)を、今般取り纏めまし

たのでお知らせいたします。

  当社は、本年３月の営業開始以来、埼玉県の地元銀行として「埼玉県の皆様に信頼され、地

元埼玉とともに発展する銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した営業姿勢をこれまで以上に

強化するとともに、収益力強化と健全性確保を両立し、国内トップレベルの質の高い「金融サー

ビス会社」となることを目ざし、営業活動を展開しております。本計画は、こうした経営理念の実現

に極めて重要なものとして積極的に取組んでまいりました。

  平成 15 年度上半期(平成 15 年 4 月～9 月)におきましては、創業・新事業支援機能強化の

ため本部に「新事業支援室」を新設したのを始め、お取引先企業に対する経営相談・支援機能

強化に向けた政策金融機関等との連携強化、早期事業再生に向けたファンドの組成、当社独自

の「目利き研修」プログラム創設など、計画推進の基盤となる推進体制を整備しております。

また、15 年９月中間決算において りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財

務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質構築に取組んでおります。

こうした取組みにより、計画は当初スケジュールどおり進捗しております。

  今後も、上半期に整備した推進体制及び「財務改革」をベースとして、機能強化計画に織り込

んだ具体的取組み施策を早期に実行し、リレーションシップバンキング機能をさらに強化し、経

営方針である「地域との共存共栄」を目指してまいります。

 なお、計画の進捗状況の概要について、次頁以降の「機能強化計画の主な進捗状況」及び

「機能強化計画の要約」にて公表させていただきますので、地域の皆さまに是非ともご覧いただき、

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以 上



株式会社 埼玉りそな銀行

全体的な進捗状況及びそれに対する評価

当社は、本年３月の営業開始以来、埼玉県の地元銀行として「埼玉県の皆様に信頼され、

地元埼玉とともに発展する銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した営業姿勢をこれまで

以上に強化するとともに、収益力強化と健全性確保を両立し、国内トップレベルの質の高

い「金融サービス会社」となることを目ざし、営業活動を展開しております。本計画は、

こうした経営理念の実現に極めて重要なものとして積極的に取組んでまいりました。

平成 15 年度上半期(平成 15 年 4 月～9 月)におきましては、創業・新事業支援機能強化の

ため本部に「新事業支援室」を新設したのを始め、お取引先企業に対する経営相談・支援

機能強化に向けた政策金融機関等との連携強化、早期事業再生に向けたファンドの組成、

当社独自の「目利き研修」プログラム創設など、計画推進の基盤となる推進体制を整備し

ております。

また、15 年９月中間決算において りそなグループ一体となった資産査定の厳格化等によ

る「財務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質構築に取組んでお

ります。

こうした取組みにより、計画は当初スケジュールどおり進捗しております。

今後も、上半期に整備した推進体制及び「財務改革」をベースとして、機能強化計画に織

り込んだ具体的取組み施策を早期に実行し、リレーションシップバンキング機能をさらに

強化し、経営方針である「地域との共存共栄」を目指してまいります。

【機能強化計画の主な進捗状況（平成 15 年４月～９月）】

１．創業・新事業支援機能等の強化

(1)「新事業支援室」の新設

本部に「新事業支援室」を新設、専門の担当者を配置する等、お取引企業の創業・新

事業に関わる相談・支援機能を強化いたしました。融資部署との連携により新事業に

対する融資を取扱うなど具体的な成果も挙がっております。

(2)当社独自の「目利き研修」の創設

「目利き研修」（全５日間）を独自に創設、先般「創業・ベンチャー企業を取り巻く環

境」をテーマとして国・埼玉県幹部及び企業創業者の方々を講師に招聘し、第１回研

修を開催（11 月）するなど人材の育成を図りました。

(3)日本政策投資銀行、国民生活金融公庫との連携強化

ベンチャー企業に関する業務、事業再生等について、政策金融機関と情報交換や業務

協力協定等を締結し、連携をさらに強化いたしました。



(4)「彩の国りそなベンチャーファンド」によるベンチャー支援

当社営業開始以降、３社への投資を実施（累計 10 社）しており、これまでの支援先の

うち１社が東京証券取引所マザーズへ上場する見込（11 月）です。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

(1)「経営支援室」の設置

本部に企業再生のための専担部署として「経営支援室」を設置（10 月）することを機

関決定、設立準備を行い、経営改善支援体制を強化いたしました。

(2)当社独自の「中小企業支援スキル向上研修」の創設

「中小企業支援スキル向上研修」（全２日間）を独自に創設いたしました（下期に開講）。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

(1)地域限定企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファンド」の組成

国内初の地域限定企業再生ファンド「埼玉企業リバイバルファンド」を組成、再生企

業の検討を行うとともに、県内金融機関等へ当ファンドの活用を要請いたしました。

(2) 中小企業再生支援協議会への人材派遣

埼玉県中小企業再生支援協議会の支援責任者に当社ＯＢ、事務局長に出向者を派遣

し、積極的に協力するとともに、その機能を活用いたしました。

(3)当社独自の「企業再生支援人材育成研修」の創設

「企業再生支援人材育成研修」（全５日間）を独自に創設いたしました。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

(1)担保・第三者保証人に依存しない既存融資商品の改善

担保・第三者保証人に依存しない既存融資商品について、融資対象先を拡大するなど

の改善を実施いたしました。

(2)埼玉県のマーケット特性を踏まえた新ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの構築、新融資商品の開発

埼玉県のマーケット特性を踏まえ、現行のｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを一部見直すとともに、新ｽｺｱﾘ

ﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを構築し、担保・保証人不要の新融資商品の検討を行いました。新融資商品「保

証革命」「埼玉倶楽部」の取扱を 11 月 25 日より開始しております。



５．お客さまへの説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

(1)説明体制の整備

融資の約定書等の照会窓口として専門担当者を配置し、お客さまへの説明体制を整備

いたしました。

６．資産査定、信用リスク管理の厳格化

(1)自己査定精度の向上、担保評価方法の改定

 ﾃﾞｭｰﾃﾞｨﾘｼﾞｪﾝｽ（資産再査定）結果等を踏まえ、自己査定規定等を改定し、査定精度

の向上を図りました。

不動産鑑定評価に係る担保掛け目の見直し（厳格化）を実施いたしました。

７．地域貢献に関する情報開示

(1)ミニディスクロージャー誌の発刊検討

「地域貢献に関する情報」を盛り込んだミニディスクロージャー誌の発刊を検討いた

しました（12 月発刊予定）。

以  上



 

機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］

１．１５年４月から９月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

・

・

これらの取組みにより、全体として当初計画どおり進捗しているものと考えております。

・今後も、上期に整備した推進体制及び財務改革をベースとして、計画に織り込んだ具体的取組み施策を早期に実行してまいります。

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ①審査所管部署と企業調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
「新事業支援室」及び外部提携先と
の連携等による創業・新規事業関連
情報・個別企業動向等の取込、審査
への活用。（随時）
②起業・新規事業・研究開発等に係
わる県制度融資等の斡旋による資金
面での支援。（随時）
③審査担当者の「目利き研修」参加
等による創業・新事業に関わる審査
能力の一層の向上。

①審査所管部署、企業調査ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ、「新事業支援室」等の
連携、審査への活用。
②審査業務における県制度融
資等の斡旋。
③審査担当者等の「目利き研
修」への参加（15年度下期
～）。

・同左。 ①審査所管部署と新設した｢新事業支援室｣の連
  携により、新規事業に対する融資案件採択
  ・企業調査グループが保有する業界動向調査情
    報(約60業種)を審査に活用
②制度融資等の斡旋は対象となる案件なし
③「目利き研修」へ審査役10名参加予定
   (11月開催)

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材
の育成を目的とした研修の実施

①「目利き研修」を独自に創設し、
支店長、融資・渉外担当者等を対象
として実施。

①「目利き研修」の創設、実
施（15年度下期～）。

・同左。 ①当社独自の「目利き研修」プログラム策定
   (９月)
  ・対象者：支店長クラス（初回のみ役員、本部部
   長含む）
  ・対象人数：初回140名、2回目以降約50名
  ・第1回開催日11月13日（全5日間）
①通信講座の受講推奨「創業・新事業支援<目利
   き> 講座」

当社は、平成15年３月の営業開始以来、埼玉県の地元銀行として「埼玉県の皆様に信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を経営理念に掲げ、地域に密着した営業姿勢を
これまで以上に強化するとともに、収益力強化と健全性確保を両立し、国内トップレベルの質の高い「金融サービス業へ進化」することを目ざし、営業活動を展開しておりま
す。「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の各項目は、こうした経営理念の実現に極めて重要なものとして積極的に取組んでまいりました。

平成15年度上半期においては、創業・新事業支援機能強化のため本部に「新事業支援室」を新設したのを始め、経営相談・支援機能強化に向けた政策金融機関等との連携強
化、早期事業再生に向けた地域版再生ファンドの組成、当社独自の「目利き研修」プログラムの創設など計画推進の基盤となる推進体制の整備を進めております。また、15年
９月中間決算にてりそなグループ一体となった資産査定の厳格化等による「財務改革」を断行し、一層の健全性確保と今後の安定的な収益体質強化に取組んでおります。

項　　　　　目 スケジュール

1 （埼玉りそな銀行）



具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政
策投資銀行との連携。「産業クラスターサポート会
議」への参画

①日本政策投資銀行、国民生活金融
公庫等の政策金融機関、中小企業支
援諸団体等との定例的な情報交換の
実施。
②「産業クラスターサポート金融会
議」及び埼玉県内における産業クラ
スター計画に対応する地域会合等へ
の参加。
③中小企業の技術評価における埼玉
県内大学との連携強化。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換
に関する覚書」締結、連携強
化。
②「産業クラスターサポート
金融会議」及び地域の会合等
への参加。
③技術評価における埼玉県内
大学との連携強化。

①同左。
②同左。
③技術評価の具体的な活用方
法の策定、実施。

①日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等
   に関する連携を協議(10月「業務協力協定」 締
   結)
 ・国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する
   覚書」締結(8月)、相互の連携開始
②「産業クラスターサポート金融会議」へ幹事とし
   て参画、情報交換及び営業店宛情報還元(６月)
 ・入間市の「入間地域産学官ネットワーク事業」
   『元気な人間ものづくりネットワーク』のアドバイ
   ザー受任(９月)
③「目利き人材ネットワークを活用した技術移転
   促進啓発事業研究会」(※)等を通じ、県内大学
   地域共同研究センターと中小企業の技術評価
   等について協議開始(９月)

  

                                    
※目利き人材ﾈｯﾄﾜｰｸを
活用した大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ
企業創出･育成に係る支
援についての調査･検討
を実施する研究会(当社,
県内大学等が参加)

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資
銀行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情
報共有、協調投融資等連携強化

①政府系金融機関等との情報交換に
よる、ベンチャー企業育成等に係わ
る連携強化。
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」の積
極的な活用。

①日本政策投資銀行、国民生
活金融公庫等との「情報交換
に関する覚書」締結・連携強
化、定期的（２ヶ月に１回）
な情報交換の実施。
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝ
ﾄﾞ」の積極的な活用。

・同左。 ①日本政策投資銀行とﾍﾞﾝﾁｬｰ事業・事業再生等
   に関する連携を協議(10月「業務協力協定」締
   結、情報交換開始）
 ・国民生活金融公庫と「業務連携・協力に関する
   覚書」締結(8月)、融資取次開始(実績4件)、情
   報交換を適宜実施(開催実績4回)
②「彩の国りそなﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ」を積極的に活用、
   当社営業開始以降、3社への投資を実施(累計
   10社)。同ファンドの投資先のうち1社は東京証
   券取引所ﾏｻﾞｰｽﾞへ上場見込(11月予定)

（５）中小企業支援センターの活用 ①地域の中小企業支援センターに対
し、情報交換を行うため半期に１回
の定例的な訪問を実施。
②各地域に「ビジネスサポートセン
ター」を設置し、中小企業向けス
ピード審査型融資商品等を提供。

①「新事業支援室」による中
小企業支援センターとの定例
的な情報交換の実施。
②「ビジネスサポートセン
ター」の設置（15年下期
～）。

・同左。 ①「新事業支援室」と埼玉県中小企業支援セン
    ターとの情報交換及び営業店宛情報の還元
    (７、９月）
  ・地域中小企業支援センター（熊谷、浦和商工会
    議所）との情報交換を実施(７、９月)
②中小企業等を対象とする「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ推進ｾﾝ
    ﾀｰ」の設置検討(11月より3ヶ店にて試行開始)

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供す
る仕組みの整備

・現行の情報提供の仕組みをベース
とし、一層の情報提供力強化に向け
以下の強化策を展開。
①経験豊富な人材の採用による「法
人プラザ」のマンパワー強化。
②「法人プラザ」の利用促進に向け
た顧客向け情宣ツール（パンフレッ
ト等）の作成、配布。
③社内ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに「法人プラザ」専用
アイコン設置、ホームページへの掲
載。
④公的支援制度のデータベース化、
営業店向け研修会の実施。

①「法人プラザ」に人材採
用・配置。
②顧客向けパンフレット等を
作成、配布。
③「法人プラザ」専用アイコ
ン設置、ホームページへの掲
載。
④公的支援制度の営業店向け
研修会の実施（15年下期
～）。

・同左。
・15年度実績検証、営業店の
要望等を踏まえ、方針、施策
の見直しを実施。

①「埼玉りそな法人プラザ」要員採用・配置
   （２名）、９月より顧客訪問開始(約30先）
②「埼玉りそな法人プラザ」に関する顧客向けパン
   フレット作成、配布(３月～)
③「埼玉りそな法人プラザ」専用アイコン設置、
   ホームページへ掲載(６月)

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新
規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表 （別紙参照）

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の
実施

①「中小企業支援スキル向上研修」
を独自に創設、実施。

①「中小企業支援スキル向上
研修」を創設、実施（15年下
期～）。

・同左。 ①当社独自の「中小企業支援スキル向上研修」カ
   リキュラム策定 (９月)
   ・対象者：融資・取引先担当役席者級、約100名
   ・開催：平成16年２月
①通信講座の受講推奨「中小企業経営改善プロ
    グラム講座」

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」
等への協力

①「マネジメントスクール」の積極
的推進、研修プログラム内容の見直
し。
②りそな総合研究所、（財）埼玉り
そな産業協力財団、りそな中小企業
振興財団主催の経営者、管理者向け
セミナー開催支援、セミナ ー内容の
見直しを適宜実施。

①「マネジメントスクール」
の受講推進、研修内容見直
し。
②りそな総合研究所、（財）
埼玉りそな産業協力財団、り
そな中小企業振興財団主催の
経営者セミナーの開催支援、
内容の見直しの実施。

・同左。 ①「マネジメントスクール」の受講推奨（応募人数
   19名）
②（財）埼玉りそな産業協力財団、りそな中小企業
   振興財団主催の経営者セミナーの受講推奨（応
   募人数46名）

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組
み。「早期事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた
事業再生への早期着手

①個社別再建計画の策定支援、進捗
管理の徹底。
②本部専担部署による、現場実査、
経営者面談、計画内容協議等への積
極的関与。
③監査法人等の外部コンサルティン
グ機能、プリパッケージ型事業再生
等の活用検討。
④企業再生ファンドの創設、事業再
生支援。
⑤中小企業再生支援協議会の再生支
援機能を活用。

・同左。
・個社別の実態に即した再生
ｽｷｰﾑ、機能の活用による早
期事業の再生。

・同左。 ①個社別再建計画の策定・修正支援を実施（2社
  の修正計画完成）
②営業店臨店指導（累計8ヶ店）、協議会開催
  （累計23ヶ店）、現場実査(2社)を実施
③監査法人ｺﾝｻﾙ導入2社、再生ﾌｧﾝﾄﾞによる再生
   ｽｷｰﾑ策定3社
④「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」の組成(７月)
⑤中小企業再生支援協議会への案件持込み2社

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンド
の組成の取組み

①埼玉県の中小企業を対象とした本
邦初の地域限定企業再生ファンド
「埼玉企業リバイバルファンド」の
組成。
②当ファンドへの県内他金融機関等
への出資要請、地域再生ファンドへ
の拡充。

①外部企業との共同による地
域限定ファンドの組成（15年
度上期）と活用。
②他金融機関等への出資要
請、ファンドの拡充。

・同左。 ①「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」を組成（７月）、7社の
   売却価格ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘを実施し再生ｽｷｰﾑを検討
②県内他金融機関等へ出資要請実施

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナン
ス等の活用

①法的整理等の申立案件に応じて、
デット・エクイティ・スワップ、Ｄ
ＩＰファイナンス等の活用を検討。
②特に、ＤＩＰファイナンスについ
ては、埼玉県信用保証協会の「事業
再生保証制度」（法的な再建手続を
行う中小企業への融資への保証制
度）等の活用を検討。

・同左。
・法的整理等の申立案件に応
じて活用を検討。

・同左。 ①再生ﾌｧﾝﾄﾞとの協議等により、DES、DIPのｽｷｰﾑ
   活用を検討
②上期、民事再生法等の法的整理申立企業
   (6先、うち5社非上場)について、ｽｷｰﾑの活用を
   検討したが要件に合致する案件は無い

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信
託機能の活用

①企業再生ファンド、産業再生機構
等の機能とともに、有効な手段の一
つとして個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

・同左。 ①RCC信託機能を活用した再生対象案件あり、
  継続検討中

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（５）産業再生機構の活用 ①企業再生ファンド、ＲＣＣ信託機
能等とともに、有効な手段の一つと
して個社別状況・ニーズを見極めつ
つ活用を検討。

①個社別状況・ニーズ等を見
極めつつ活用を検討。

・同左。 ①当社ﾒｲﾝの製造業に対して産業再生機構の活
  用を検討中

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の
活用

①当社が中小企業再生に関わる経営
改善助言等の経営相談を実施する中
で、再生支援協議会の機能を積極的
に活用。
②当行独自の企業再生ファンド「埼
玉企業リバイバルファンド」のコン
サルタントとして招聘、機能活用。

①再生支援協議会の機能紹
介・利用促進。
②「埼玉企業リバイバルファ
ンド」のコンサルタントとし
て招聘、機能活用。

・同左。 ①中小企業再生支援協議会の支援責任者に当社
    ＯＢ、事務局長に出向者を派遣し全面的に協力
  ・協議会設立と同時に情報交換を実施し、7月中
    に2社案件を持ち込み検討開始
②「埼玉企業ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙﾌｧﾝﾄﾞ」との情報交換、連携
   を随時実施(毎月2～3回実施)

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウン
ド・スペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

①「企業再生支援人材育成研修」を
独自に創設、実施。

①具体的な研修内容、講師の
選定等の検討、実施（15年度
下期～）。

①平成１６年度下期までの集
中改善期間内において、半期
に１回実施。

①当社独自の「企業再生支援人材育成研修」カリ
   キュラム策定(９月)
  ・対象者：本部審査担当者及び支店専任者(約20
   名程度)
  ・第1回開催10月（全5日間）
①通信講座の受講推奨「事業再生講座」

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。
第三者保証の利用のあり方

①無担保、第三者保証人に依存しな
い既存融資商品について、融資対象
先の拡大、適用金利の運営（信用リ
スクに応じた金利設定）、審査プロ
セスの弾力化等の改善を実施。
②地域特性を踏まえた新スコアリン
グモデルの導入、既存融資商品の改
定、新融資商品の開発。
③住宅ローンを返済原資（無担保）
とした建設業者向け住宅建築つなぎ
資金「住宅建築サポート保証」等の
開発。

①既存融資商品の改善。
②新スコアリングモデルの導
入、既存融資商品の改定、新
融資商品の開発。
③「住宅建築サポート保証」
の取扱。

・同左。 ①一定の条件を満たす企業については、金利条
   件、審査プロセスの弾力化を図るファンドの
   取扱実施（「けやきファンド」「さくら草ファン
ド」)
 ・無担保、第三者保証人に依存しない既存融資商
   品について、融資対象先の拡大（業種拡大）、適
   用金利の運営（信用リスクに応じた金利設定）、
   審査プロセスの弾力化等の改善を実施(９月）
②新スコアリングモデルを活用した新融資商品
  「保証革命」「埼玉倶楽部」の導入を検討（11月
  取扱開始）
③「住宅建築サポート保証」(無担保)の取扱開始
   (７月)

（３）証券化等の取組み ①地域自治体の証券化ニーズ調査。
②既存ノウハウを活かし地元中小企
業向け貸出債権を対象とした証券化
プログラム（ＣＬＯ，ＣＢＯ等）を
構築。

①地域自治体等の証券化ニー
ズ調査。
②具体的な証券化プログラム
の策定。

②参加企業の募集開始、融資
実行、信託設定（証券化実
施）。

①地方自治体等の証券化ニーズヒアリング実施、
   他の自治体の動向・スキーム等につき情報交
   換（６、７月）

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対す
る融資プログラムの整備

①「（ＴＫＣ）サポートアカウン
ト」の商品内容の改定、販売チャネ
ルの拡充。
②埼玉県内税理士等との新融資プロ
グラムの検討。

①「（ＴＫＣ）サポートアカ
ウント」の商品内容の改善。

①「（ＴＫＣ）サポートアカ
ウント」の販売チャネルの拡
充。
②埼玉県内税理士等との新融
資プログラムの検討。

①税理士会及びＴＫＣとの協議実施（９月）、商品
   内容につき検討中(12月改定予定)

項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその
活用

①埼玉県のマーケット特性を踏まえ
た新スコアリングモデルの構築、既
存商品への活用。
②新スコアリングモデルを活用した
新融資商品の開発。
③スコアリングモデルの運用結果の
検証、改定。

①埼玉県のマーケット特性を
踏まえた新スコアリングモデ
ルの構築、既存商品への活
用。

②新スコアリングモデルを活
用した新融資商品の開発。
③スコアリングモデルの運用
結果の検証、改定。

①埼玉県のマーケットに合わせ、現行スコアリング
   モデルの一部見直しを実施（９月）
②新スコアリングモデル構築（９月）

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契
約の内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整
備

①「銀行取引約定書のご案内」によ
る顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変更時等
における営業店向け説明会等の実
施、職員への周知徹底。
③顧客より照会事項の多い項目に関
するＱ＆Ａの作成、職員へ徹底。
④研修会での事務ガイドラインの趣
旨徹底。

①「銀行取引約定書のご案
内」による顧客説明の実施。
②約定書、契約書等の内容変
更時等における営業店向け説
明会の実施。
③顧客より照会事項の多い項
目に関するＱ＆Ａの作成、職
員へ徹底。
④研修会での事務ガイドライ
ンの趣旨徹底。

・同左。 ①「銀行取引約定書のご案内」を作成(３月)、取引
    開始時に内容の趣旨説明と顧客交付を周知徹
    底済
②融資関連の約定書、契約書等の内容変更につ
   いて、営業店へ周知徹底済(３月)
③約定書・契約書等の照会窓口として専門担当者
   を１名配置(８月)

（３）相談・苦情処理体制の強化 ①地域金融円滑化会議の活用、埼玉
県銀行協会との連携強化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等における職
員研修の実施。
③社内イントラネットによる事例還
元。
④本部による営業店指導。

①地域円滑化会議への参画、
情報の関係各部宛還元・共有
化。
②「ﾌﾞﾛｯｸ支店長会議」等にお
ける職員研修の実施。
③社内イントラネットによる
事例還元。
④苦情発生店へ個別指導の実
施。

・同左。 ①地域金融円滑化会議に参加（６、９月）、会議内
   容等を関係部署に還元
②営業店担当者への個別研修において、基本応
   対及び事例に基づく対応研修を実施
   (６，７，９月)
③「苦情事例ﾆｭｰｽ」(月例)にて営業店宛に15事例
   の還元と9件の注意喚起実施
④5支店１ｾﾝﾀｰに個別指導を実施
                                                                                 
・営業店における苦情処理状況のチェック体制強
  化のため、苦情記録をシステム記録に一本化。

６．進捗状況の公表 ・各項目毎に進捗状況を取り纏め、
りそなホールディングスと連携の上
公表。

・15年度下期より公表。 ・同左。 ・公表に向け、各項目毎の進捗状況のフォロー・取
  り纏めを実施

項　　　　　目 スケジュール
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【以下任意】

具体的な取組み
進捗状況

（１５年４～９月）
備 考

（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ①自己査定研修会の実施、査定事例
の還元等、自己査定精度の向上に向
けた運用面を強化。
②抽出基準等自己査定体制の見直し
を実施。
③予想損失率算定方法の高度化の実
施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。
②抽出基準等の見直しの実
施。
③予想損失率算定方法の見直
しの実施。

①自己査定研修会の実施、査
定修正事例の還元。

①自己査定研修会及び査定修正事例の還元を実
   施(７月)
②当社規模・ポートフォリオを踏まえた抽出基準の
   見直しを実施(７月)
③予想損失率算定方法の見直しを実施(９月)

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評
価精度に係る厳正な検証

①処分データの収集項目の新設。
②担保評価方法の改定。
③処分データ収集システムの構築。

①処分データの定例的収集
（毎月）、検証の実施。
②乖離の大きいものについて
は、鑑定評価書の依頼方法、
担保掛目の見直し等を実施。
③処分データ収集システムの
構築。

・同左。 ①処分価格の合理性検証に向け、ﾃﾞｰﾀ収集項目
   として乖離理由や賃貸状況等の項目を新設
   (７月)
 ・毎月ｼｽﾃﾑにより定例的に処分ﾃﾞｰﾀの収集を開
   始し、検証を実施(８月)
②15年度上期自己査定から鑑定評価に係わる担
   保掛目の見直しを実施、また鑑定評価書の担
   保評価時点を厳正化
③処分ﾃﾞｰﾀをｼｽﾃﾑで吸い上げる仕組を構築
   (８月)

 

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的
な内部格付制度の構築、金利設定のための内部基準の
整備等

①地域別特性を踏まえた店別の貸出
金利ガイドラインの設定。
②埼玉県内の信用データに基づく独
自のスコアリングモデルの構築。
③信用リスクの比較的高い顧客層に
対する融資商品の開発。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ガイドライ
ンの設定。
②新スコアリングモデルの構
築。
③新スコアリングモデルによ
る新融資商品の開発。

・同左。
④融資商品の検証、見直し。

①店別の貸出金利ガイドラインを設定（４月）
②埼玉県のマーケット特性を踏まえた新スコアリン
   グモデルを開発（10月検証終了）
③新スコアリングモデルによる新融資商品「保証
  革命」「埼玉倶楽部」の開発着手（11月取扱開
  始）

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディ
スクロージャーを含む）のための体制整備等

①現行の体制を維持するとともに、
毎期の決算に基づく「東京証券取引
所 会社情報の適時開示基準金額」確
定時や、適時開示規則その他法令の
改定時には、速やかに銀行内で周知
徹底し、適時適切に対応する体制を
整備。

①適時開示規則その他法令の
遵守について周知徹底。

・同左。 ①株式公開銀行と同様の開示体制を維持するとと
   もに開示規則等の遵守を徹底するため、社内
   ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ上に「適時開示等に関するﾙｰﾙ」を掲
   載するなどの体制を整備

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ①15年度上期中に具体的開示項目、
方法等について検討、15年度下期以
降、「地域貢献に関する情報」とし
て開示。
②地域の反応等の検証、開示項目等
への反映。

①具体的開示項目、方法の検
討、「地域貢献に関する情
報」開示の実施。

②15年度下期開示の地域の反
応等の検証、開示項目等への
反映及び15年度決算に基づく
情報開示の実施。

①「地域貢献に関する情報」を盛り込んだミニディ
   スクロージャー誌を発刊予定（12月）
・併せて、報道機関宛資料配布するとともに、ホー
  ムページに掲載予定(12月)

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

項　　　　　目 スケジュール

6 （埼玉りそな銀行）



（別  紙）
Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備を
  一層強化し、経営改善支援取組み先としてﾘｽﾄｱｯﾌﾟした債権の健全化
  を図る

１５年度
・本部機能強化や本支店一体での支援・管理徹底に向けた体制整備、
  経営相談・支援及び企業再生に係る人材・機能の強化を図り、自己査
  定にて実施効果を検証し実績を公表

１６年度
・15年度における実施効果を踏まえ、体制面、人材・機能面の強化を継
  続し、自己査定における効果検証、実績公表
※17年度以降も、継続的に債権健全化施策の定着状況をﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞする

(1)取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
   ① 当社が有するｺﾝｻﾙ機能・情報提供機能等の活用により、経営再
      建計画の策定、財務管理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却、事
      業再構築、組織再編、Ｍ＆Ａ等の助言・指導を実施
                                                                                                                 
（2）早期事業再生に向けた積極的取組み
   ① ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生及び私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用等による中
      小企業の過剰債務構造の解消
   ② 企業再生ファンドの組成と活用
   ③ ＤＥＳ・ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽ、ＲＣＣ信託機能、産業再生機構の活用
   ④ 埼玉県中小企業再生支援協議会の機能活用  等

進捗状況（１５年４月～９月）

（１）経営改善支援に関
する体制整備の状況（経
営改善支援の担当部署を
含む）

①融資所管部による経営改善支援への取組み体制
・信用格付制度に基づき、債務者毎の信用ﾘｽｸ評価を徹底し、適切な
  格付の見直しにより、問題先等の早期発見、早期対応を実施
・地域・現場に密着した審査体制として店別審査体制の定着化を図りつ
  つ、個社別財務内容や経営計画の問題点を把握し、経営改善指導等
  に係る営業店指導及び人材育成による企業再生能力の向上を図る
  体制を整備
・要注意先、要管理先のうち当社の主体的関与により再建支援を図る先
  を「重点管理先」に選定し、再建計画の策定・進捗管理を徹底
  
②経営支援室の設置
・融資第二部内に企業再生支援の専担部署として「経営支援室」の設置
  を機関決定。15年下期(10月)より経営改善支援を強化し、債務者区分
  の上位遷移を図る体制を構築

（２）経営改善支援の取
組み状況（注）

①取組み方針、取組み状況
・要注意先債権等の健全債権化及び新規発生防止のための体制整備
  の一層の強化を図っている。一方、重点的に経営改善を支援する先
  を明確にし早期健全化に向けた方針を徹底
・要注意先債権等に対し、財務管理手法等の改善、ｺｽﾄ削減、資産売却
  等の助言・指導を実施。また、経営改善指導の中で、監査法人ｺﾝｻﾙ
  等の導入、中小企業再生支援協議会への案件持込み、企業再生ﾌｧﾝ
  ﾄﾞの活用を実施
  
②支援先の状況
・経営者の経営改善に対する意識改革が図られるなど一定の効果が見
  受けられた。当社によるｺﾝｻﾙ機能にて、資産整理や借入金圧縮等財
  務ﾘｽﾄﾗによるﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄの改善を実現

③取組み上の課題等
・中長期的な観点から事業再生に長けた人材の育成が必要。外部ｺﾝｻ
  ﾙ機関等も活用し経営者の意識改革を図ると共に、継続的な経営改
  善指導・管理が必要

（埼玉りそな銀行）
（注）下記の項目を含む

具体的な取組み

スケジュール

備考（計画の詳細）

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）



銀行名 埼玉りそな銀行

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数
β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった
先　γ

うちその他要注意先 1,171 41 11 25

うち要管理先 327 32 3 26

破綻懸念先 339 10 0 9

実質破綻先 377 0 0 0

破綻先 104 0 0 0

合　計 304,789 115 14 90

（注） ・正常先の債務者数には、個人事業主、個人ローン・住宅ローンのみの先を含め、みなし正常先を正常先として計上

・要注意先以下の債務者数、および経営改善支援取組み先には、個人事業主を含み、個人ローン・住宅ローンのみの先を含めない

・経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない

・βには、期初の要管理先であった先が期末にその他要注意先に上昇した場合は含め、リスケ、回収等で上昇した先は含めない

・γは、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数とし、期中完済先は含めない

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない

30

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先

α

期初債務者数

302,471 32


